
 

 

 

2026 年 3 月 27 日 

各 位  

会 社 名 古河電気工業株式会社  

代表者名 取締役社長 森平 英也  

（コード：5801、東証プライム市場）  

問合せ先 執行役員 ＩＲ部長 滝田 博子  

（TEL．03－6281－8540）  

 

当社持分法適用関連会社に対する債権放棄に関するお知らせ 

 

当社は、本日の取締役会決議において、当社の持分法適用関連会社である株式会社ビスキャス

を解散するにあたり同社に対する債権の一部について取立不能のおそれが生じたため、同社に対

する債権を放棄することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記  

 

１．当該関連会社の概要 

（１） 名 称 株式会社ビスキャス 

（２） 所 在 地 東京都大田区羽田空港一丁目８番８号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 石垣 一郎 

（４） 事 業 内 容 電線、ケーブル等の製造販売及びその工事の設計、施工、監理 

（５） 資 本 金 10 百万円 

（６） 設 立 年 月 日 2001 年９月 26 日 

（７） 純 資 産 △15,951 百万円（2025 年 3 月 31 日現在） 

（８） 総 資 産 1,463 百万円（2025 年 3 月 31 日現在） 

（９） 大株主及び持株比率 
古河電気工業株式会社 50％ 

株式会社フジクラ 50％ 

（10） 
上 場 会 社 と 

相 手 方 の 関 係 

資 本 関 係 当社の持分法適用関連会社であります。 

人 的 関 係 役員の派遣 

取 引 関 係 当社は資金の貸付をしております。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 

当社の持分法適用関連会社であり、関連当事者に該

当いたします。 

 

２．債権放棄を行う経緯 

株式会社ビスキャスは、2016 年 10 月 1 日付で地中及び海底送電線事業を古河電気工業株式会社

へ、配電線・架空送電線事業を株式会社フジクラへそれぞれ譲渡しております。当該事業譲渡以後

は、同社が受注し継続中の海外工事の遂行、売掛金の回収等の業務を行っておりましたが、それ

らの業務が一定の終息を迎えたことから、同社に対して有する債権を放棄して、本年 3 月 31 日付

で同社を解散することに関し、株主間で合意いたしました。 



３．債権の種類及び金額（2026 年 3 月 27 日現在） 

貸付金 8,266 百万円（2025 年３月期の連結純資産に対する割合 2.2％） 

 

（注）2026 年３月期第３四半期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、

2025 年３月期の連結純資産に対する割合については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映して

おります。 

 

４．今後の見通し  

上記債権につきましては、過年度において貸倒引当金を計上しており、2026 年 3 月期の個別業

績及び連結業績に与える影響は軽微であります。 

 以上 


